
様式第１号（第４条関係） 
　　 令和６年３月 10 日 

マスコットキャラクターデザイン使用承認申請書 
　水戸市長　様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　〒310-8610 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　　　　所  水戸市中央○丁目○番○号 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      □□ビル　△階 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者　氏名又は名称　株式会社○○○○ 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代 表 者 名　代表取締役社長　水戸　太郎　　　　　　　　　　

 

　　マスコットキャラクターのデザインを使用したいので，水戸市マスコットキャラクターデザ

インの使用に関する要項第４条第１項の規定により，以下のとおり申請します。 

※ マスコットキャラクターのデザインを商品等に使用する場合は，次の書類を提出すること。 
(1) 企画書（商品名，材料，種類，サイズ，製造場所，販売価格，販売場所，図案，レイアウト，原稿等） 
(2) その他参考となるもの 
※ 複数の商品等にてデザインを使用する場合は，商品等ごとに申請書を提出すること。

商品等製作物 
の名称

みとちゃんクッキー

使用分類

１　印刷物（チラシ・新聞広告・パンフレット・名刺等） 
２　看板・店舗壁面・商品ＰＯＰ等 
３　ＷＥＢページにおける使用 
４　雑貨 
５　食品 
６　その他（ 　パッケージ　　　　　　　　　　　　）

頒布地域 ■市内　　　　　　■県内　　　　　　□県外

商品詳細 
※商品に使用する

場合のみ

１　販売単価（税込） 500 円 ２　販売数量 1,000 個

３　販売場所 スーパー○○(県内△店舗)

表現方法

１　別図に定める表現方法 

　　■カラー　　■モノクロ　　□線画 

　　No．２笑う（万歳），ロゴ横(平仮名) 

 
２　上記以外 
 
 

使用期間 令和６年４月１日から令和９年３月 31日まで

連 絡 先

担 当 者 名：水戸　次郎 
電 　 　 話：○○○-△△△-×××× 
メールアドレス：abcdefg123＠mito.lg.jp

添付書類 パッケージのサンプル

・審査には，申請書受付後２週間

程度の日数がかかります。 

※申請日と開始日が近い場合は，

許諾日からの開始に変更する

ことがあります。 

・使用期間は，最長で翌々年度の

末までです。

・食品に直接デザインを入れる場合は

「５ 食品」，食品のパッケージや包

装箱等にデザインを使用する場合は

「６ その他」です。

・カラーとモノクロの両方を使用する

場合は，カラーとモノクロ，それぞ

れの見本を提出してください。

別紙「デザインマニュアル」の中から，使用したいデザインを選び，その番号と

名前を記入してください。ロゴも使用する場合は，あわせて記載してください。

・申請者の住所宛てに，使用許可書を郵送でお送りします。 

・郵送先を変更したい場合は，当該申請書の下部にある「連絡先」に， 

　郵送先を変更する旨と，御希望の住所を記載してください。

・押印は不要です。

記載例


